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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エンジン（２）の燃料供給装置（３）に設けられ燃料を濾過する主フィルタ（６）の下
流に装着可能であり、前記主フィルタの濾過容量より小さい濾過容量をもち、前記主フィ
ルタの下流において異物を捕捉することにより前記主フィルタの異常を示す燃料の圧力変
化を生じさせる副フィルタ（１２）を備え、
　さらに、前記副フィルタを収容するとともに、前記燃料供給装置（３）に対して交換可
能に接続されるハウジング（２１）を備え、
　前記ハウジングは、前記主フィルタより複雑な、および／または困難な交換作業を必要
とするように構成されていることを特徴とする燃料フィルタ異常検出装置。
【請求項２】
　さらに、前記ハウジングに着脱可能に設けられ、前記副フィルタの詰まりに起因する前
記ハウジングの内部における燃料の圧力を検出する検出手段（１３）を備えることを特徴
とする請求項１に記載の燃料フィルタ異常検出装置。
【請求項３】
　さらに、前記検出手段から出力される信号を入力し、この信号に基づいて前記主フィル
タの異常を判定し、前記燃料供給装置を保護するためのフェイルセーフ処理を実行する制
御手段（９）を備えることを特徴とする請求項２に記載の燃料フィルタ異常検出装置。
【請求項４】
　エンジン（２）の燃料供給装置（３）に設けられ燃料を濾過する主フィルタ（６）の下
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流に装着可能であり、前記主フィルタの濾過容量より小さい濾過容量をもち、前記主フィ
ルタの下流において異物を捕捉することにより前記主フィルタの異常を示す燃料の圧力変
化を生じさせる副フィルタ（１２）を備え、
　さらに、
　前記副フィルタの上流側と下流側とを連通可能なバイパス通路（１４）と、
　前記主フィルタの異常を示す燃料の圧力変化を前記副フィルタが生じると、前記バイパ
ス通路を通して前記副フィルタの上流側から下流側へ燃料が流れることを許容するバイパ
ス制御弁（１５）と、
　前記バイパス通路を流れる燃料を濾過するバイパスフィルタ（１６）とを備えることを
特徴とする燃料フィルタ異常検出装置。
【請求項５】
　さらに、前記副フィルタを収容するとともに、前記燃料供給装置（３）に対して交換可
能に接続されるハウジング（２１）を備えることを特徴とする請求項４に記載の燃料フィ
ルタ異常検出装置。
【請求項６】
　前記ハウジングは、前記主フィルタより複雑な、および／または困難な交換作業を必要
とするように構成されていることを特徴とする請求項５に記載の燃料フィルタ異常検出装
置。
【請求項７】
　さらに、前記ハウジングに着脱可能に設けられ、前記副フィルタの詰まりに起因する前
記ハウジングの内部における燃料の圧力を検出する検出手段（１３）を備えることを特徴
とする請求項５または請求項６に記載の燃料フィルタ異常検出装置。
【請求項８】
　さらに、前記検出手段から出力される信号を入力し、この信号に基づいて前記主フィル
タの異常を判定し、前記燃料供給装置を保護するためのフェイルセーフ処理を実行する制
御手段（９）を備えることを特徴とする請求項７に記載の燃料フィルタ異常検出装置。
【請求項９】
　エンジン（２）の燃料供給装置（３）に設けられ燃料を濾過する主フィルタ（６）の下
流に装着可能であり、前記主フィルタの濾過容量より小さい濾過容量をもち、前記主フィ
ルタの下流において異物を捕捉することにより前記主フィルタの異常を示す燃料の圧力変
化を生じさせる副フィルタ（１２）を備え、
　さらに、
　前記副フィルタを収容するとともに、前記燃料供給装置（３）に対して前記副フィルタ
とともに交換可能に接続されるハウジング（２１）と、
　前記ハウジングに着脱可能に設けられ、前記副フィルタの詰まりに起因する前記ハウジ
ングの内部における燃料の圧力を検出する検出手段（１３）と、
　前記検出手段から出力される信号を入力し、この信号に基づいて前記主フィルタの異常
を判定し、前記燃料供給装置を保護するためのフェイルセーフ処理を実行する制御手段（
９）とを備え、
　さらに、
　前記ハウジング内に設けられ、前記ハウジング内において前記副フィルタの上流側と下
流側とを連通可能なバイパス通路（１４）と、
　前記ハウジング内に設けられ、前記主フィルタの異常を示す燃料の圧力変化を前記副フ
ィルタが生じると、前記バイパス通路を通して前記副フィルタの上流側から下流側へ燃料
が流れることを許容するバイパス制御弁（１５）と、
　前記ハウジング内に設けられ、前記バイパス通路を流れる燃料を濾過し、前記ハウジン
グとともに交換可能であるバイパスフィルタ（１６）とを備えることを特徴とする燃料フ
ィルタ異常検出装置。
【請求項１０】
　前記バイパスフィルタの濾過容量は、前記主フィルタの濾過容量より小さく、前記副フ
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ィルタの濾過容量より大きいことを特徴とする請求項４から請求項９のいずれかに記載の
燃料フィルタ異常検出装置。
【請求項１１】
　前記副フィルタ（１２）の濾過容量は、前記主フィルタ（６）により燃料が濾過されな
い場合に、前記燃料供給装置の運転を許容できる許容期間以内の目詰まり期間で前記副フ
ィルタが前記主フィルタの異常を示す前記圧力変化を生じるように設定されていることを
特徴とする請求項１から請求項１０のいずれかに記載の燃料フィルタ異常検出装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　ここに開示される発明は、内燃機関に供給される燃料フィルタの異常を検出するための
燃料フィルタ異常検出装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１および特許文献２は、燃料供給装置の燃料通路上に直列的に複数の燃料フィ
ルタを配置した燃料供給装置を開示する。かかる構成は、燃料を濾過可能な濾過容量を望
ましい大きさに設定するために有利である。
【０００３】
　一方、特許文献３に開示されるように、燃料フィルタの詰まりを燃料圧力に基いて判定
する燃料フィルタ異常検出装置が知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開昭５９－２０１９６５号公報
【特許文献２】特開平１１－２００９７５号公報
【特許文献３】特開２００９－２５７１０３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１および特許文献２に開示されるように、内燃機関（エンジン）を保護するた
めに所定の濾過性能を設定する努力が払われている。その一方で、現実のエンジンの利用
場面においては、費用削減、交換用フィルタの入手困難などの種々の理由によって燃料フ
ィルタを敢えて装着しないままでエンジンが運転されることがある。さらに、所定の濾過
性能を備えない非純正の燃料フィルタが装着されることもある。このような場合、所期の
濾過性能が得られない。加えて、上記のような使用環境においては、比較的多くの異物を
含む粗悪燃料が使われる。よって、エンジンを保護することが困難となる。
【０００６】
　特許文献３は、燃料フィルタの異常のひとつである目詰りを検出する。しかし、上述の
ように燃料フィルタが装着されなかったり、粗悪品の燃料フィルタが装着されたりした場
合には、目詰まりに相当する圧力が生じない。このため、従来技術では燃料フィルタを敢
えて装着しない使用、または濾過性能が低い粗悪品の燃料フィルタの使用においては燃料
フィルタの異常を検出できない。このような観点から、燃料フィルタがない状態、または
燃料フィルタが期待される濾過性能を発揮していない状態といった燃料フィルタの濾過性
能が低い異常を検出することが求められている。上述の観点において、または言及されて
いない他の観点において、燃料フィルタ異常検出装置にはさらなる改良が求められている
。
【０００７】
　発明の目的のひとつは、燃料フィルタが異物を通過させてしまう異常を検出することが
できる燃料フィルタ異常検出装置を提供することである。
【０００８】
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　発明の目的のひとつは、燃料フィルタの異常が検出された後も、所定の制限の下でエン
ジンに燃料を供給することができる燃料フィルタ異常検出装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　ここに開示される発明は上記目的を達成するために以下の技術的手段を採用する。なお
、特許請求の範囲およびこの項に記載した括弧内の符号は、ひとつの態様として後述する
実施形態に記載の具体的手段との対応関係を示すものであって、発明の技術的範囲を限定
するものではない。
【００１０】
　開示される発明のひとつにより、燃料フィルタ異常検出装置が提供される。発明は、エ
ンジン（２）の燃料供給装置（３）に設けられ燃料を濾過する主フィルタ（６）の下流に
装着可能であり、主フィルタの濾過容量より小さい濾過容量をもち、主フィルタの下流に
おいて異物を捕捉することにより主フィルタの異常を示す燃料の圧力変化を生じさせる副
フィルタ（１２）を備え、さらに、副フィルタを収容するとともに、燃料供給装置（３）
に対して交換可能に接続されるハウジング（２１）を備え、ハウジングは、主フィルタよ
り複雑な、および／または困難な交換作業を必要とするように構成されていることを特徴
とする。
【００１１】
　この発明では、主フィルタとは別の副フィルタが設けられる。副フィルタは異物を捕捉
することによって主フィルタの異常を示す燃料の圧力変化を生じさせる。副フィルタは、
主フィルタより小さいに濾過容量をもつから、比較的早期に詰まりを生じる。この結果、
主フィルタが装着されない、主フィルタの中のエレメントがない、主フィルタの濾過性能
が低い粗悪品である、主フィルタの中のエレメントが破損しているといった場合であって
も、副フィルタによって主フィルタの異常を検出することができる。
　開示される発明のひとつは、エンジン（２）の燃料供給装置（３）に設けられ燃料を濾
過する主フィルタ（６）の下流に装着可能であり、主フィルタの濾過容量より小さい濾過
容量をもち、主フィルタの下流において異物を捕捉することにより主フィルタの異常を示
す燃料の圧力変化を生じさせる副フィルタ（１２）を備え、さらに、副フィルタの上流側
と下流側とを連通可能なバイパス通路（１４）と、主フィルタの異常を示す燃料の圧力変
化を副フィルタが生じると、バイパス通路を通して副フィルタの上流側から下流側へ燃料
が流れることを許容するバイパス制御弁（１５）と、バイパス通路を流れる燃料を濾過す
るバイパスフィルタ（１６）とを備えることを特徴とする。
　開示される発明のひとつは、エンジン（２）の燃料供給装置（３）に設けられ燃料を濾
過する主フィルタ（６）の下流に装着可能であり、主フィルタの濾過容量より小さい濾過
容量をもち、主フィルタの下流において異物を捕捉することにより主フィルタの異常を示
す燃料の圧力変化を生じさせる副フィルタ（１２）を備え、さらに、副フィルタを収容す
るとともに、燃料供給装置（３）に対して副フィルタとともに交換可能に接続されるハウ
ジング（２１）と、ハウジングに着脱可能に設けられ、副フィルタの詰まりに起因するハ
ウジングの内部における燃料の圧力を検出する検出手段（１３）と、検出手段から出力さ
れる信号を入力し、この信号に基づいて主フィルタの異常を判定し、燃料供給装置を保護
するためのフェイルセーフ処理を実行する制御手段（９）とを備え、さらに、ハウジング
内に設けられ、ハウジング内において副フィルタの上流側と下流側とを連通可能なバイパ
ス通路（１４）と、ハウジング内に設けられ、主フィルタの異常を示す燃料の圧力変化を
副フィルタが生じると、バイパス通路を通して副フィルタの上流側から下流側へ燃料が流
れることを許容するバイパス制御弁（１５）と、ハウジング内に設けられ、バイパス通路
を流れる燃料を濾過し、ハウジングとともに交換可能であるバイパスフィルタ（１６）と
を備えることを特徴とする。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】発明の第１実施形態に係る車両用動力システムのブロック図である。



(5) JP 6217536 B2 2017.10.25

10

20

30

40

50

【図２】燃料フィルタ異常検出装置の固定状態を示す正面図である。
【図３】第１実施形態の燃料フィルタ異常検出装置の平面図である。
【図４】第１実施形態の燃料フィルタ異常検出装置の正面図である。
【図５】第１実施形態の燃料フィルタ異常検出装置の左側面図である。
【図６】第１実施形態の燃料フィルタ異常検出装置の断面図である。
【図７】第１実施形態の燃料フィルタ異常検出装置の断面図である。
【図８】発明の第２実施形態に係る車両用動力システムのブロック図である。
【図９】発明の第３実施形態に係る車両用動力システムのブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　図面を参照しながら、ここに開示される発明を実施するための複数の形態を説明する。
各形態において、先行する形態で説明した事項に対応する部分には同一の参照符号を付し
て重複する説明を省略する場合がある。また、後続の実施形態においては、先行する実施
形態で説明した事項に対応する部分に百以上の位だけが異なる参照符号を付することによ
り対応関係を示し、重複する説明を省略する場合がある。各形態において、構成の一部の
みを説明している場合は、構成の他の部分については他の形態の説明を参照し適用するこ
とができる。
【００１４】
　（第１実施形態）
　図１において、車両に搭載された車両用の動力システム１は、車両用の内燃機関（エン
ジン）２と、このエンジン２に燃料を供給するための燃料供給装置３とを備える。エンジ
ン２は、車両を走行させるための動力、発電するための動力、または空調装置のような機
器を駆動するための動力を提供するために車両に搭載されている。エンジン２は、軽油な
どを燃料とする圧縮点火式のディーゼルエンジンである。
【００１５】
　燃料供給装置３は、燃料タンク４から燃料を汲み上げ、高圧に加圧する。高圧に加圧さ
れた燃料は、噴射用燃料として、内燃機関に供給される。燃料供給装置３は、燃料供給経
路に設けられた低圧ポンプ５、主フィルタ６、検出器７、高圧ポンプ８を有する。低圧ポ
ンプ５は、燃料タンク４から燃料を汲み上げる。低圧ポンプ５は、高圧ポンプ８内に設け
られてもよい。
【００１６】
　主フィルタ６は、燃料タンク４と検出器７との間に設けられている。主フィルタ６は、
燃料経路を流れる燃料の全量を濾過し、燃料から異物を除去する。主フィルタ６は、良く
管理された燃料が利用される環境下では、数万キロにわたって利用可能である。主フィル
タ６は、異物を多く含有する粗悪燃料が使用されても短時間、例えば数時間以内では詰ま
らない程度の比較的大きい濾過容量を有する。主フィルタ６は、交換のために着脱可能に
構成されている。主フィルタ６は、使用者または作業者が容易に交換することができるよ
うに構成されている。例えば、主フィルタ６は、濾過エレメントがケース内に収容され、
ケースとともに濾過エレメントを交換可能なカートリッジフィルタ、または濾過エレメン
トだけが交換可能なエレメント交換型フィルタによって提供される。
【００１７】
　検出器７は、主フィルタ６における異常を検出する。検出器７は、高圧ポンプ８に装着
されている。検出器７は、主フィルタ６における濾過エレメントの破損、濾過エレメント
の抜き取り、濾過エレメントの濾過性能が低い粗悪品の利用といった異物漏洩を検出する
ために利用される。さらに、検出器７は、主フィルタ６における詰まりの検出にも利用す
ることができる。検出器７は燃料フィルタ異常検出装置を提供する。
【００１８】
　検出器７は、複数の部品をひとつの部品として取り扱い可能とするように構成されてい
る。検出器７は、複数の部品を一体化した検出ユニットとも呼ぶことができる。
【００１９】
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　検出器７は、主フィルタ６と高圧ポンプ８との間に設けられた主通路１１を形成する。
主通路１１には、副フィルタ１２が設けられている。副フィルタ１２は、主フィルタ６よ
り小さい濾過容量を有する。副フィルタ１２は、異物を多く含有する粗悪燃料が使用され
ると、も短時間、例えば数時間以内に詰まる程度の小濾過容量フィルタである。副フィル
タ１２が捕捉可能な異物の最小の大きさは、主フィルタ６が捕捉可能な異物の最小の大き
さ以下である。副フィルタ１２が捕捉可能な異物の最小の大きさは、主フィルタ６が捕捉
可能な異物の最小の大きさ未満とすることができる。このような濾目の設定は、主フィル
タ６の異常を高感度に検出するために貢献する。
【００２０】
　主通路１１における副フィルタ１２の下流側の位置には、圧力センサ１３が設けられて
いる。圧力センサ１３は、副フィルタ１２と高圧ポンプ８との間の燃料の圧力を検出する
。副フィルタ１２が詰まると、副フィルタ１２下流の燃料の圧力は、高圧ポンプ８の吸引
作用によって低下する。また、主フィルタ６が詰まっても、副フィルタ１２下流の燃料の
圧力は、高圧ポンプ８の吸引作用によって低下する。圧力センサ１３は、このような燃料
の圧力の低下を検出するために利用される。
【００２１】
　検出器７は、副フィルタ１２をバイパスするバイパス通路１４を有する。バイパス通路
１４は、副フィルタ１２の上流側と、副フィルタ１２の下流側とを連通可能である。
【００２２】
　バイパス通路１４には、開閉弁１５と、バイパスフィルタ１６とが設けられている。バ
イパス通路１４は、副フィルタ１２が詰まった後に、燃料の通路として利用される。バイ
パス通路１４は、副フィルタ１２が詰まった後に、所定の期間だけエンジン２に燃料を供
給する。バイパス通路１４は、主フィルタ６に異常が生じた後に、車両にリンプホーム機
能を与える。
【００２３】
　開閉弁１５は、副フィルタ１２が詰まっていない場合に閉じている。開閉弁１５は、副
フィルタ１２が詰まった後に開く。開閉弁１５は、前後の差圧に応答して開閉する差圧弁
である。開閉弁１５は、前後の差圧が小さい場合に閉じている。開閉弁１５は、下流側の
圧力が低下し、前後の差圧が所定値を上回ると開く。開閉弁１５は、主フィルタ６の異常
を示す燃料の圧力変化を副フィルタ１２が生じると、バイパス通路１４を通して副フィル
タ１２の上流側から下流側へ燃料が流れることを許容するバイパス制御弁を提供する。開
閉弁１５は、バイパス通路１４を通る燃料流れを実質的に断続する。
【００２４】
　バイパスフィルタ１６は、バイパス通路１４を流れる燃料を濾過する。バイパスフィル
タ１６は、バイパス通路１４を流れる燃料から異物を除去する。バイパスフィルタ１６の
濾過容量は、主フィルタ６の濾過容量より小さく、副フィルタ１２の濾過容量より大きい
。バイパスフィルタ１６が捕捉可能な異物の最小の大きさは、主フィルタ６が捕捉可能な
異物の最小の大きさと同程度である。バイパスフィルタ１６は、主フィルタ６に異常が生
じた後であって、かつ、副フィルタ１２が詰まった後に、エンジン２に供給される燃料を
濾過する。これにより、例えば、主フィルタ６が必要な濾過能力を備えないために副フィ
ルタ１２が詰まった場合に、バイパスフィルタ１６は、エンジン２に濾過された清浄な燃
料を供給する。
【００２５】
　高圧ポンプ８は、燃料を高圧に加圧し、エンジン２に供給する。高圧ポンプ８は、ベー
ン式のポンプと、プランジュ式のポンプとを備えることができる。高圧ポンプ８は、エン
ジン２の複数の燃焼気筒に設けられた燃料噴射弁に燃料を供給する。高圧ポンプ８からエ
ンジン２へ燃料を供給する方式は、コモンレール型、分配型、列型などの多様な形式を採
用することができる。
【００２６】
　燃料供給装置３は、エンジン２および燃料供給装置３を制御するための制御装置９を備
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える。制御装置９は、マイクロコンピュータを利用した電子制御装置である。制御装置９
は、検出手段である圧力センサ１３から出力される信号を入力し、この信号に基づいて主
フィルタ６の異常を判定し、燃料供給装置３を保護するためのフェイルセーフ処理を実行
する。検出器７および制御装置９は協働して燃料フィルタ異常検出装置を提供する。
【００２７】
　制御装置９は、電子制御装置（Electronic Control Unit）である。制御装置９は、少
なくともひとつの演算処理装置（ＣＰＵ）と、プログラムとデータとを記憶する記憶媒体
としての少なくともひとつのメモリ装置（ＭＭＲ）とを有する。制御装置９は、コンピュ
ータによって読み取り可能な記憶媒体を備えるマイクロコンピュータによって提供される
。記憶媒体は、コンピュータによって読み取り可能なプログラムを非一時的に格納してい
る。記憶媒体は、半導体メモリまたは磁気ディスクなどによって提供されうる。制御装置
９は、ひとつのコンピュータ、またはデータ通信装置によってリンクされた一組のコンピ
ュータ資源によって提供されうる。プログラムは、制御装置９によって実行されることに
よって、制御装置９をこの明細書に記載される装置として機能させ、この明細書に記載さ
れる方法を実行するように制御装置９を機能させる。制御装置９は、多様な要素を提供す
る。それらの要素の少なくとも一部は、機能を実行するための手段と呼ぶことができ、別
の観点では、それらの要素の少なくとも一部は、構成的なブロック、またはモジュールと
呼ぶことができる。
【００２８】
　制御装置９は、圧力センサ１３によって検出された圧力信号を入力する。制御装置９は
、圧力信号に基づいて主フィルタ６の異常を検出する。制御装置９は、主フィルタ６の異
常を検出するとフェイルセーフ処理を実行する。制御装置９は、フェイルセーフ処理のた
めにエンジン２を制御することができる。例えば、制御装置９は、エンジン２への燃料供
給を遮断し、エンジン２を停止するようにエンジン２の部品を制御する。例えば、制御装
置９は、燃料遮断弁、または燃料噴射弁を閉弁状態に駆動する。これに代えて、制御装置
９は、リンプホーム機能を与えるようにエンジン２の出力を抑制してもよい。例えば、制
御装置９は、エンジン２の回転数を所定の制限回転数以下に抑制することによってリンプ
ホーム機能を与えることができる。
【００２９】
　制御装置９は、圧力センサ１３から圧力信号を入力し、主フィルタ６の異常を判定する
異常判定部４１を有する。異常判定部４１は、正常な主フィルタ６が用いられ、副フィル
タ１２が目詰まりを生じていない状態での圧力センサ１３の検出値を初期値として記憶す
ることができる。例えば、動力システム１が向上で製造された後の使用初期において観測
される圧力値を上記初期値として記憶する。異常判定部は、上記初期値に基づいて主フィ
ルタ６の異常、すなわち副フィルタ１２の目詰りを判定するための所定の閾値水準を設定
する。異常判定部４１は、圧力センサ１３からの圧力信号により示される圧力値が上記所
定の閾値水準を下回ると主フィルタ６の異常を判定する。
【００３０】
　制御装置９は、異常判定部４１によって主フィルタ６の異常が判定された場合に、エン
ジン２を制御するエンジン制御部４２を備える。この実施形態では、エンジン制御部４２
は、エンジン２の回転数を制限回転数以下に制限する。エンジン制御部４２は、エンジン
の出力を制限する出力制限部とも呼ぶことができる。これにより、燃料の流量を抑制し、
高圧ポンプ８に到達する異物を抑制する。同時に、燃料噴射弁に到達する遺物も抑制され
る。
【００３１】
　制御装置９は、異常判定部４１によって主フィルタ６の異常が判定された場合に、表示
器４３によって車両を使用する者に主フィルタ６の異常を知らせる表示制御部４４を備え
る。これらエンジン制御部４２と表示制御部４４とがフェイルセーフ制御部を提供してい
る。また、表示器４３と表示制御部４４とは、使用者に警告を与える警告器を提供してい
る。検出器７と制御装置９とは、主フィルタ６の異常を検出するための異常検出装置を提
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供している。
【００３２】
　図２に図示されるように、検出器７は、高圧ポンプ８に装着可能なユニットとして構成
されている。検出器７は複数のボルトによって高圧ポンプ８に装着される。検出器７は交
換可能である。検出器７は、主フィルタ６より複雑で困難な交換作業を要するように固定
されている。例えば、主フィルタ６は、ホースの脱着作業を要することなく交換作業が可
能であるが、検出器７はホースの脱着作業を要する。さらに、検出器７は、目立たない位
置に隠すように設けられている。検出器７は、一般の使用者が取り扱いをためらうような
位置に設けられている。この実施形態では、メンテナンス等のために特殊な整備機器を要
する高圧ポンプ８に検出器７が装着されている。これにより、検出器７が取り除かれるこ
とを抑制することができる。その一方で、検出器７の機能を理解している正規の作業者は
、検出器７の交換作業を実行可能である。
【００３３】
　図３、図４、および図５に図示されるように、検出器７は、燃料通路を形成する樹脂製
のハウジング２１を有する。ハウジング２１は、燃料入口管２２と、燃料出口管２３とを
有する。ハウジング２１は、検出器７を支持するためのボルト固定のための２本のブラケ
ット２４を有する。燃料入口管２２と、燃料出口管２３とは、燃料通路を提供するための
ホースに接続される。ハウジング２１は、副フィルタ１２を収容するとともに、燃料供給
装置３に対して交換可能に接続されている。ハウジング２１は、主フィルタ６より複雑な
、および／または困難な交換作業を必要とするように構成されている。ここでは、ハウジ
ング２１は、高圧ポンプ８に固定されているから、困難な交換作業を必要とする。また、
ハウジング２１は、複数のボルトによって固定され、２本のホースと接続されるから、複
雑な交換作業を必要とする。
【００３４】
　図６および図７は検出器７の内部を示す。図６は、図７図中のＶＩ－ＶＩ断面図であり
、図７は、図６図中のＶＩＩ－ＶＩＩ断面図である。ハウジング２１内には、その内部の
燃料通路を上流側と下流側とに区画する仕切り板３１が設けられている。仕切り板３１に
は、２つの開口部が設けられている。ひとつの開口部３２は主通路１１を提供する。この
開口部３２には、副フィルタ１２が設けられている。副フィルタ１２は、メッシュ状のフ
ィルタによって提供されている。他のひとつの開口部３３は、バイパス通路１４を提供す
る。開口部３３には、開閉弁１５とバイパスフィルタ１６とが直列的に配置されている。
【００３５】
　圧力センサ１３は、検出器７のハウジング２１に開設された貫通穴を経由して副フィル
タ１２の下流の燃料圧力を検出する。圧力センサ１３は、ハウジング２１から取り外し可
能に構成されている。よって、副フィルタ１２を交換するにあたり、比較的高価な圧力セ
ンサ１３の再利用が可能となる。その一方で、燃料通路中に浸漬した副フィルタ１２、開
閉弁１５、およびバイパスフィルタ１６は、ハウジング２１とともに取り扱いが可能であ
る。よって、副フィルタ１２を交換するにあたり同時に交換することが望ましい複数の部
品を同時に交換することができる。
【００３６】
　圧力センサ１３は、ハウジング２１に着脱可能に設けられている。圧力センサ１３は、
副フィルタ１２の詰まりに起因するハウジング２１の内部における燃料の圧力を検出する
検出手段を提供する。この構成により、圧力センサ１３を除くハウジング２１に付随する
部品をまとめて交換することができる。また、ハウジング２１を装着しない場合、圧力セ
ンサ１３は正常な圧力を検出しないから、制御装置９は自己診断機能によって圧力センサ
１３が異常な装着状態にあることを判定できる。よって、ハウジング２１の全体、または
それに付随する副フィルタ１２などの部品を装着しないような不正な利用を抑制すること
ができる。
【００３７】
　図１に戻り、燃料タンク４から低圧ポンプ５によって吸い上げられた燃料は、主フィル
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タ６で濾過され、副フィルタ１２を通過して高圧ポンプ８へ供給される。主フィルタ６が
正常な濾過性能を有している場合、副フィルタ１２に到達する異物はほとんどない。この
ため、副フィルタ１２は詰まることなく燃料の供給を許容する。この結果、エンジン２が
運転される。
【００３８】
　主フィルタ６は、車両のメーカーが指定するサービス工場で、新品と交換されることが
ある。このような場合、メーカーが指定する純正品が新品として装着される。一方で、主
フィルタ６は、車両の使用者、またはメーカー指定をもたないサービス業者によって交換
されることもある。このような場合、主フィルタ６には、粗悪品が用いられることがある
。粗悪品は、濾過性能が低く、異物を下流に漏らしてしまうことがある。また、主フィル
タ６を設けることなく燃料を流すことができるように改造される場合すらある。さらに、
純正品であっても、使用可能期間を超える長期間の使用によって劣化を生じ、異物を下流
に漏らしてしまうことがある。これらの場合、異物に起因して多様な不具合を生じること
がある。例えば、高圧ポンプにおける異常摩耗、オリフィスの詰まり、異物の堆積などで
ある。これらの不具合はエンジン２の正常な運転を損なうことがある。
【００３９】
　主フィルタ６が正常な濾過性能を提供しない場合、異物は主フィルタ６を通過して副フ
ィルタ１２に到達する。異物は副フィルタ１２によって捕捉される。ここで、副フィルタ
１２の濾過容量は主フィルタ６に比べて明らかに小さい。副フィルタ１２の濾過容量は、
正常な主フィルタ６の濾過容量の１／１０、または１／１００未満に設定することができ
る。副フィルタ１２の濾過容量は、主フィルタ６がない状態では、数時間以内に詰まりを
生じ、その下流側の燃料の圧力を検出可能な水準に低下させるように設定されている。
【００４０】
　主フィルタ６により燃料が濾過されない場合に燃料供給装置３およびエンジン２の運転
を許容できる時間を許容期間とする。主フィルタ６により燃料が濾過されない場合に、圧
力センサ１３によって検出可能な圧力変化を生じるような目詰まりを副フィルタ１２が生
じるまでの時間を目詰まり期間とする。副フィルタ１２の濾過容量は、目詰まり期間が許
容期間以下となるように設定される。副フィルタ１２の濾過容量は、許容期間以内の目詰
まり期間で副フィルタ１２が主フィルタ６の異常を示す圧力変化を生じるように設定され
ている。言い換えると、副フィルタ１２の濾過容量は、許容期間と、目詰まり期間とに基
づいて設定される。許容期間以内に目詰り期間が設定されることで、主フィルタ６が必要
な濾過性能を発揮しないまま長期間にわたって燃料供給装置３が運転され、エンジン２が
運転される事態を抑制することができる。
【００４１】
　圧力センサ１３は、副フィルタ１２の下流における燃料の圧力を検出しているから、副
フィルタ１２の下流における燃料の圧力低下が圧力センサ１３によって検出される。異常
判定部４１が、所定の閾値水準を上回る圧力低下を判定すると、異常判定部４１は、主フ
ィルタ６に異常が生じていることを判定する。異常判定部４１は、主フィルタ６の異常を
判定した後、検出器７の交換などの所定のリセット操作が実行されるまで異常判定状態を
維持する。このような維持機能は、後述の開閉弁１５の開弁後に異常判定がキャンセルさ
れることを回避するために貢献する。
【００４２】
　主フィルタ６に異常が生じていることを判定すると、異常判定部４１は、エンジン制御
部４２と表示制御部４４とに指令信号を出力する。この指令信号に応答して、エンジン制
御部４２は、エンジン２の回転数を制限する。この指令信号に応答して、表示制御部４４
は、表示器４３を駆動する。表示器４３は、車両の使用者に対して、主フィルタ６に異常
が発生している可能性があること、主フィルタ６及び検出器７の交換が推奨されることを
示す警告を与える。表示器４３は、独立した警告ランプ、または車両に搭載されたナビゲ
ーション装置のディスプレイによって提供することができる。
【００４３】
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　副フィルタ１２が所定の詰まり状態になると、開閉弁１５の前後の差圧がその開弁差圧
を上回る。開閉弁１５は、この開弁差圧に応答してバイパス通路１４を開く。この結果、
バイパス通路１４を経由して燃料がエンジン２へ供給される。このとき、バイパスフィル
タ１６が燃料を濾過する。
【００４４】
　開閉弁１５は、異常判定部４１によって異常が判定された後に閉弁状態から開弁状態へ
移行するようにその開弁差圧が設定されている。開閉弁１５が開くと、副フィルタ１２の
下流の燃料の圧力は上昇するからである。開閉弁１５の開弁差圧は、異常判定部４１が主
フィルタ６の異常を判定するための閾値水準における差圧より大きく設定することができ
る。
【００４５】
　使用者は、表示器４３によって主フィルタ６の異常を知らされた後も、エンジン２を運
転し、車両を走行させることができる。使用者は、サービス工場または自宅まで車両を走
行させた後に、主フィルタ６および検出器７を新品に交換する。このとき、圧力センサ１
３は、検出器７のハウジング２１から取り外し可能に構成されているから、圧力センサ１
３は再利用される。主フィルタ６、および副フィルタ１２を含む検出器７の両方が交換さ
れると、制御装置９はリセット処理を実行し、エンジン２の正常な制御に復帰する。同時
に、制御装置９は主フィルタ６の異常検出を再開する。
【００４６】
　（第２実施形態）
　この実施形態は、先行する実施形態を基礎的形態とする変形例である。上記実施形態で
は、バイパス制御弁として差圧に応答する開閉弁１５を採用した。これに代えて、図８に
図示されるように、この実施形態は、バイパス制御弁として電磁式の開閉弁２１５を備え
る。制御装置９は、開閉弁２１５を操作するためのバイパス制御部２４５を備える。バイ
パス制御部２４５は、主フィルタ６が正常であると判定される間中、開閉弁２１５を閉弁
状態に制御する。
【００４７】
　開閉弁２１５は、圧力センサ１３のようにハウジング２１に対して着脱可能に連結され
ている。言い換えると、この実施形態の検出器７は、開閉弁２１５および圧力センサ１３
以外の部品をハウジング２１とともに交換可能である。具体的には、副フィルタ１２とバ
イパスフィルタ１６とが、ハウジング２１とともに交換可能である。
【００４８】
　バイパス制御部２４５は、主フィルタ６の異常が判定されると、その後継続的に開閉弁
２１５を開弁状態に制御する。この実施形態でも上記実施形態と同様の作用効果を得るこ
とができる。
【００４９】
　（第３実施形態）
　この実施形態は、先行する実施形態を基礎的形態とする変形例である。上記実施形態で
は、バイパス通路１４とそれに関連する部品を採用した。これに代えて、図９に図示され
るように、この実施形態は、バイパス通路１４と、開閉弁１５、２１５と、バイパスフィ
ルタ１６とを備えていない。この構成では、副フィルタ１２が所定の圧力損失を生じるよ
うな詰まり状態に到達すると、制御装置９によってフェイルセーフ処理が実行される。こ
のとき、エンジン２は、副フィルタ１２を通過する限られた量の燃料によって運転可能と
される。この実施形態でも上記実施形態と同様の作用効果を得ることができる。
【００５０】
　（他の実施形態）
　ここに開示される発明は、その発明を実施するための実施形態に何ら制限されることな
く、種々変形して実施することが可能である。開示される発明は、実施形態において示さ
れた組み合わせに限定されることなく、種々の組み合わせによって実施可能である。実施
形態は追加的な部分をもつことができる。実施形態の部分は、省略される場合がある。実
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。実施形態の構造、作用、効果は、あくまで例示である。開示される発明の技術的範囲は
、実施形態の記載に限定されない。開示される発明のいくつかの技術的範囲は、特許請求
の範囲の記載によって示され、さらに特許請求の範囲の記載と均等の意味及び範囲内での
全ての変更を含むものと解されるべきである。
【００５１】
　例えば、制御装置が提供する手段と機能は、ソフトウェアのみ、ハードウェアのみ、あ
るいはそれらの組合せによって提供することができる。例えば、制御装置をアナログ回路
によって構成してもよい。
【００５２】
　上記実施形態では、エンジン２は、ディーゼルエンジンである。これに代えて、エンジ
ン２は、火花点火式のガソリンエンジンでもよい。
【００５３】
　上記実施形態では、検出器７に圧力センサ１３を装着した。これに代えて、圧力センサ
１３を高圧ポンプ８の入口部分に設けてもよい。また、副フィルタ１２とバイパスフィル
タ１６とを独立したハウジング内に設けることによって、副フィルタ１２のみの交換を可
能としてもよい。
【００５４】
　上記実施形態では、副フィルタ１２の下流だけで圧力を検出した。これに代えて、副フ
ィルタ１２の上流における圧力上昇を検出することによって副フィルタの詰まり、言い換
えると主フィルタ６の異常を判定してもよい。また、副フィルタ１２の上下流の両方にお
いて圧力を検出することにより主フィルタ６の異常を判定してもよい。また、圧力センサ
１３に代えて、副フィルタ１２の下流の圧力の低下に応答する圧力スイッチを設けてもよ
い。例えば、開閉弁１５が閉弁状態から開弁状態へ切り換わったことを検出するスイッチ
を用いてもよい。
【００５５】
　上記実施形態では、エンジン２の出力を制限することによりフェイルセーフ処理を実行
した。これに代えて、エンジン２の運転を停止させてもよい。また、上記実施形態では、
圧力センサ１３と制御装置９とを制御手段として採用した。これに代えて、ハウジング２
１に副フィルタ１２だけを設け、この副フィルタ１２が目詰りすることによる燃料供給量
の減少によってエンジン２の出力を抑制してもよい。この場合、燃料フィルタ異常検出装
置を小型、かつ低コストで提供することができる。
【符号の説明】
【００５６】
　１　動力システム、　２　エンジン、　３　燃料供給装置、
　４　燃料タンク、　５　低圧ポンプ、　６　主フィルタ、
　７　検出器、　８　高圧ポンプ、　９　制御装置、
　１１　主通路、　１２　副フィルタ、　１３　圧力センサ、
　１４　バイパス通路、　１５　開閉弁、　１６　バイパスフィルタ、
　２１　ハウジング、　２２　入口管、　２３　出口管、　２４　ブラケット、
　３１　仕切り板、　３２、３３　開口部、
　４１　異常判定部、　４２　エンジン制御部、
　４３　表示制御部、　４４　バイパス制御部。
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